様式第７号
小学校及び中学校開放施設使用料減免申請書

令和８年 ４月 １日記入例


　山形市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
体育館利用の場合は必要です。
上半期・下半期分けて作成してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者	住所

氏名                            印

担当者　住所 代表者と同じなら
   「同上」
 ただし、TELは記入

                                               　　　　　　　　　　　　　印
氏名

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　	電話

　次のとおり、開放施設の使用料の減額・免除を受けたいので申請します。
	施　設　名使用許可申請と同じにしてください

	山形市立宮浦小学校屋内運動場

	使 用 日 時
	令和８年　　月　　日
月曜日　１５時００分から　１９時００分
火曜日　１５時００分から　１９時００分
水曜日　１５時００分から　１９時００分
木曜日　１５時００分から　１９時００分
＊詳細日程は備考欄参照

	使 用 目 的
	ミニバスケットボール　の練習

	減免を受け
ようとする
理　　　由
	・山形市小学校及び中学校の開放施設使用料減免基準第１号に
該当するため。      
・社会教育法第１０条に規定する社会教育団体であるため

	減免の金額
	３００，０００　円

	備　　　考
	〈 上 半期使用予定日〉

4/2,3,9,10,17,23,24,29,30    5/1,3,4,5,7,8,14,15,21,22,28,29
6/4,5,11,12,18,19,25,26      7/2/,3,9,10,16,17,18,23,24,30,31
8/6,7,11,13,14,20,21,27,28   9/3,4,10,11,17,18,19,22,24,25


様式第７号
小学校及び中学校開放施設使用料減免申請書

令和８年 ４月 １日

　山形市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者	住所

氏名                            印

担当者　住所
                                               　　　　　　　　　　　　　印
氏名

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　	電話

　次のとおり、開放施設の使用料の減額・免除を受けたいので申請します。

	施　設　名
	山形市立宮浦小学校屋内運動場

	使 用 日 時
	令和８年　　月　　日
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
＊詳細日程は備考欄参照

	使 用 目 的
	ミニバスケットボール　の練習

	減免を受け
ようとする
理　　　由
	・山形市小学校及び中学校の開放施設使用料減免基準第１号に
該当するため。      
・社会教育法第１０条に規定する社会教育団体であるため

	減免の金額
	３００，０００　円

	備　　　考
	〈 上 半期使用予定日〉

4/2,3,9,10,17,23,24,29,30    5/1,3,4,5,7,8,14,15,21,22,28,29
6/4,5,11,12,18,19,25,26      7/2/,3,9,10,16,17,18,23,24,30,31
8/6,7,11,13,14,20,21,27,28   9/3,4,10,11,17,18,19,22,24,25


様式第７号
小学校及び中学校開放施設使用料減免申請書

平成令和８年１０月 １日

　山形市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者	住所

氏名                            印

担当者　住所
                                               　　　　　　　　　　　　　印
氏名

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　	電話

　次のとおり、開放施設の使用料の減額・免除を受けたいので申請します。

	施　設　名
	山形市立宮浦小学校屋内運動場

	使 用 日 時
	平成令和８年　　月　　日
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
曜日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
＊詳細日程は備考欄参照

	使 用 目 的
	ミニバスケットボール　の練習

	減免を受け
ようとする
理　　　由
	・山形市小学校及び中学校の開放施設使用料減免基準第１号に
該当するため。      
・社会教育法第１０条に規定する社会教育団体であるため

	減免の金額
	３００，０００　円

	備　　　考
	〈 下 半期使用予定日〉

4/2,3,9,10,17,23,24,29,30    5/1,3,4,5,7,8,14,15,21,22,28,29
6/4,5,11,12,18,19,25,26      7/2/,3,9,10,16,17,18,23,24,30,31
8/6,7,11,13,14,20,21,27,28   9/3,4,10,11,17,18,19,22,24,25



